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八戸市に引っ越しされた方へ 転入届 のご案内 

住み始めた日から 14日以内に届出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 対 象 手続内容 必要なもの 
手続き場所 

市 庁 
(市外局番 0178) 

南郷 

事務所 

市民サービス 

センター 

年

金 

□国民年金・厚生年金を

受給している方 

※届出が必要な場合があ

ります                   

●住所変更 

 

□基礎年金番号が分かる

もの 

 

国保年金課 

(本館１階) 

７番窓口 
☎43-2111 
内線 5511, 
5512,5513 

〇 〇 

  

転入届後に必要なお手続き チェックシート 

下記にあてはまる方はお手続きをお願いいたします。（月～金 8:15～17:00 祝日、年末年始を除く） 

＜掲載情報は 202４.3.14現在＞ 〇 手続き可 
× 手続き不可 

（次ページに続く） 

●転出証明書（前の住所地で発行されたもの） 

※個人番号カード(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ)または住民基本台帳カード(住基ｶｰﾄﾞ)を利用して転出手続きされた方、 

 または国外へ転出された方には発行されません。 

●本人確認書類（窓口に来られる方のいずれかのもの） 

・運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カードなど、顔写真付き公的身分証明書 1 点 

・顔写真無しの場合は健康保険証＋年金手帳など 2 点 

●同一世帯以外の方(代理人)が届出する場合は原則委任状 

※海外からの転入は、場合によっては別途必要な書類があります。事前に市民課までお問い合わせください。 

転
入
届
出
に
必
要
な
も
の 

 

・お手続きは市庁市民課のみ可能です。 

・カードを利用して転出手続きをされてきた方はカードがないと転入手続きができません。 

・転出証明書を持参して転入届出をしても、カードの住所変更の手続きをしないで 90 日を経過す
るとカードが失効しますのでご注意ください。 

・カードの住所変更手続き時に暗証番号を入力していただきますので、事前にお確かめください。
同一世帯員分をまとめて変更することもできます（それぞれの暗証番号が必要）。 

個
人
番
号
カ
ー
ド

ま
た
は

住
基
カ
ー
ド 

を
お
持
ち
の
方
へ 

開 所 時 間：月～金 8:15～17:00（祝日、年末年始を除く） 

《市庁 本館 1 階 市民課》〒031-8686 八戸市内丸一丁目 1 番１号 ☎0178-43-9192（直通） 

《南郷事務所》☎0178-82-2111 

《市民サービスセンター》（市外局番：0178） 

 ・是川 ☎96-1224  ・館  ☎27-3261  ・八戸駅 ☎27-2313  ・市川 ☎52-2211 

 ・下長 ☎28-1901  ・豊崎 ☎23-2001  ・大館  ☎25-5311  ・白銀 ☎34-0985 

 ・南浜 ☎38-2004  ・島守 ☎83-2111 

 

※カードを利用した転入届、及びカードの住所変更手続きは市庁市民課のみ可能です。 

※住民票や印鑑登録証明書が必要な場合や、個人番号カードの住所変更手続きをする場合は、30分

～1時間程度の余裕を持ってお越しください。ただし混雑時は更に時間がかかる場合があります。 

手

続

き

で

き

る

場

所 
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【「必要なもの」の凡例】 認印 …スタンプ式は不可  個人番号を確認できるもの ･･･個人番号カード(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ

ｶｰﾄﾞ)または個人番号記載の住民票  本人確認書類 ･･･運転免許証、個人番号カードなどの顔写真付き公的身分

証明書１点、または健康保険証と年金手帳など２点 

 対 象 手続内容 必要なもの 
手続き場所 

市 庁 
(市外局番 0178) 

南郷 

事務所 
市民サービス 

センター 

国

保 
□国民健康保険に加入する方 

●加入 

※保険証は受付

日の翌営業日に発

送します。すぐ病

院にかかる方には

加入証明書を交付

します。 

□退職した方は健康保険の喪
失日または退職日が分かる
書類 

□個人番号を確認できるもの 

□本人確認書類 

□妊娠している方は母子健康
手帳 

国保年金課 

(本館１階) 

８番窓口 

☎43-2111 

内線 5525, 

      5527 

〇 〇 

後

期

高

齢

者

医

療 

□後期高齢者医療制度に加入 

していた方 

（県外から転入された方のみ） 

●各種証明書の

受付、加入 

□前住所地発行の負担区分等
証明書 

 
国保年金課 

(本館１階) 

11番窓口 

☎43-2111 

内線 5528, 

5529,5530 

× × 

※下記に該当の方は、前住所地発行の証明書もお持ちください。また(1)及び(2)に該

当の方は、個人番号を確認できるもの及び本人確認書類もお持ちください。 

（1）障害認定により前住所地で当制度に加入していた方 

  青森県後期高齢者医療制度に加入される場合は申請が必要です。 

（2）特定疾病療養受療証の交付を受けていた方 

（3）当制度加入直前まで被用者保険の被扶養者であった方 

介

護 
□要介護認定を受けていた方 

●介護保険転入

継続認定 

□前住所地発行の介護保険受給

資格証明書 

介護保険課 

(本館１階) 

12番窓口 

☎43-9083 

× × 

高

齢 

□高齢者バス特別乗車証を交付

希望の方（70 歳以上の方） 
●交付申請 

□所得証明書（最新のもの） 

□利用料4000円又は8000円
（所得状況をもとに算定） 

高齢福祉課 

(別館１階) 

☎43-9104 

△ 
住所が南郷 

の方のみ 
× 

子

ど

も 

□小・中学校の児童生徒 ●転校 

□転入届出時に渡される住所

異動届出書の写し（市民課で

手続した場合のみ必要） 

□本人確認書類(学区外通学手続

及び私立学校に通学している場合に

必要) 

学校教育課 

(本館５階) 

☎43-9457 

〇 〇 

※学区外通学

等の場合は学

校教育課で手

続き必要 

□中学３年生までの児童を養育

している方 

●児童手当受給

申請 

□児童手当請求者の保険証 

□児童手当請求者名義の通帳 

□子ども医療費対象のお子さ 
んの保険証 

□個人番号を確認できるもの 

□本人確認書類 

□認印 

子育て支援課 

(別館２階) 

☎43-9428 

☎43-9581 

 

※場合によっ
てはその他に
必要な書類が
ありますので、
詳しくはお問合
せください。 
なお、手続き

が遅れると手
当・助成を受け
られない月が
生じる場合が
あります。 

児童手当

〇 

 

児童手当

〇 

島守除く 

●子ども医療費

受給申請 
× × 

□ひとり親家庭の方 

●児童扶養手当

受給申請 

●ひとり親家庭

等医療費受給

申請 

□親と子の保険証 □通帳 

□個人番号を確認できるもの 

□認印 

□児童扶養手当証書（前住所地
で該当の方） 

□本人確認書類 

× × 
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（次ページに続く） 

 対 象 手続内容 必要なもの 
窓口 

市 庁 
(市外局番 0178) 

南郷 

事務所 
市民サービス 

センター 

子

ど

も 

□保育所（園）・認定こども園・幼稚

園に入所している児童または入所

申込をする児童 

●給付認定

申請 

●入所申込 

□個人番号を確認できるもの 

□本人確認書類 

状況により異なりますので、 
事前にお問い合わせください。 

こども未来課 

(別館２階) 

☎43-9094 

☎43-2167 

× × 

障

が

い 

□障害者手帳をお持ちの方 

□特別児童扶養手当、特別障害者手

当、障害児福祉手当、福祉手当を受

給している方 

□重度心身障害者医療費、自立支援

医療費（更生医療・育成医療・精神

通院医療）の助成を受けている方 

●住所変更 
状況により異なりますので、 

事前にお問い合わせください。 

障がい福祉課 

(別館２階) 

☎43-9106 

△ 
一部 × 

税 

□原動機付自転車・小型特殊自動車

をお持ちの方 
●標識交付 

□A または B 

A：ナンバープレートと標識

交付証明書 

B：廃車申告受付書 

住民税課 

(別館３階) 

☎43-2179 

△ 

一部 

△ 

一部 

※その他の車種に関する手続先 

・普通自動車・二輪の小型自動車・軽二輪 ⇒ 八戸自動車検査登録事務所  ☎ 050-5540-2009 

・軽自動車（軽三・軽四輪）            ⇒ 軽自動車検査協会八戸支所  ☎ 050-3816-1832 

- - 

市
営
住
宅 

□市営住宅への入居 

●同居申請 
□個人番号を確認できるもの 

□本人確認書類 
市営住宅 

指定管理者

直通 

☎73-5045 

× × 

●新規入居 
状況により異なりますので、 

事前にお問い合わせください。 

上
下
水
道 

□上下水道の使用開始 

(インターネットや電話で届出できます) 

https://www.water-supply.hachinohe.aomori.jp/ 

住所・電話番号等 

水栓番号または、お客さま 

番号(分かる場合) 

八戸圏域水道企業団 

料金課 

☎0178-70-7010 

 
 

★下記にあてはまる方は、「八戸市総合保健センター（田向）」での手続きもお願いいたします。 

      ※詳細は４ページをご覧ください。 

 対 象 手続内容 手続き場所 

こ
ど
も 

□ 就学前のお子さんがいる方  

●乳幼児の健診状況の確認 

●乳児健診受診票の交付（１歳未満） 

●予防接種状況調査および予診票交付 

八戸市 

総合保健 

センター 

妊
婦
・ 

産
婦 

□ 妊娠している方 

□ 産婦健康診査受診前の方 

●妊婦委託健康診査・妊婦歯科健康診査受診票・産婦健康診

査受診票交付 

飼
い
犬 

□ 犬を飼っている方                 ●飼い犬の登録 

 （注）市庁、南郷事務所、各市民サービスセンターではお手続きできません。 

 

〇 手続き可 
× 手続き不可 
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【「必要なもの」の凡例】 

個人番号を確認できるもの ･･･個人番号カード(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ)または個人番号記載の住民票 

本人確認書類 ･･･運転免許証、個人番号カードなどの顔写真付き公的身分証明書１点、 

        または健康保険証と年金手帳など２点  

子
ど
も 

□就学前のお子さん 

がいる方 

●乳児健診受診票（一式）交付  

（1 歳未満） 

●乳幼児の健診受診状況の確認 

□母子健康手帳 

すくすく親子健康課 

☎38-1047 

（保健センター３階） 

●予防接種状況調査及び予診票交付 □母子健康手帳 

保健予防課 

☎38-0715 

（保健センター３階） 

妊
婦
・
産
婦 

□妊娠している方 

□産婦健康診査受診

前の方 

●妊婦委託健康診査・妊婦歯科健康

診査受診票・産婦健康診査受診票

交付 

※受診票は、手続き時の妊娠週数に応じて交

付します。前自治体の受診票は使用できま

せんので、医療機関受診前のお手続きをお

願いします。 

□母子健康手帳 

□個人番号を確認できるもの  

□本人確認書類 

□前住所地の妊婦健康診査

受診票・産婦健康診査受診票

（お持ちの方） 

すくすく親子健康課 

☎38-0711 

（保健センター３階） 

飼
い
犬 

□犬を飼っている方                           ●飼い犬の登録 

□前住所地で交付を受けた
鑑札（犬に装着されている
マイクロチップを、前住所
地で鑑札とみなしている
場合を除く） 

衛生課 

☎38-0721 

（保健センター３階） 

◎八戸市総合保健センター地図 〒031-0011 八戸市田向三丁目 6 番１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対 象 手続内容 必要なもの 
担当課 

(市外局番 0178) 

★下記にあてはまる方は、八戸市総合保健センターの 

各担当課窓口でお手続きください。（平日 8:15～17:00） 

★当日お越しになれない場合には、後日、必ずお手続き頂き 

ますようお願いいたします。 

（注）市庁、南郷事務所、各市民サービスセンターではお手続きできません 

 

【住 所】：八戸市田向三丁目 6 番１号  【電 話】：各課直通電話へ 

【開所時間】：月～金 8:15～17:00（祝日、年末年始を除く） 

【ホームページ】 http://www.city.hachinohe.aomori.jp 

 

●公共交通機関（バス）をご利用の場合 

「市庁前」バス停から乗車 

・市営バス（行先）：S30 旭ヶ丘営業所、 

S31 桜ヶ丘・旭ヶ丘営業所、S32 第二桜ヶ丘 

・南部バス（行先）：S100 階上庁舎前、 

S102 階上中学校、S103 階上 

（所要時間：約 20 分） 

「イオン田向店」バス停下車、徒歩２分 

●お車の場合 

市庁～総合保健センター間の所要時間：約 15 分 

駐車場：無料・駐車台数 193 台 

（うち障がい者専用駐車スペース 4 台） 

 

 

八戸市 
総合保健センター 

手続きの 

ご案内 
 


